
1 
 

市町村地域福祉計画策定状況等の調査結果概要 

（平成２７年３月３１日時点） 

 

【市町村地域福祉計画の策定状況等について】 

○ 全１，７４１市町村については、「策定済み」が１，１９１市町村（６８．４％）となり、

前回調査と比較して４２市町村（２．４ポイント）増加している。 

○ 市区部・町村部別の策定状況を見ると、市区部では、「策定済み」が８６．８％であるの

に対し町村部では５２．３％に留まっており、約１．７倍の差が生じている。 

○ 計画の改定状況について、「改定済み」は７１２市町村（５９．８％）となり、前回調査

結果と比較して９６市町村（６．２ポイント）増加している。 

○ 「策定未定」４０８市町村のうち、２３８市町村（５８．３％）が「策定する方針はある

が、いつから取りかかるかは未定」としている。「策定未定の理由」は、「計画策定に係る人

材や財源の確保が困難」が６３．０％で最も多くなっている。 

 

【生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況等について】 

○ 全１，７４１市町村のうち、生活困窮者自立支援方策を「地域福祉計画に盛り込んだ」と

回答したのは２３７市町村（１３．６％）である。「別の単独計画として策定した」１５市

町村（０・９％）、「策定中である」７９市町村（４．５％）を合わせると１９．０％になる。 

○ 「作業中である」「予定はあるが作業を開始していない」８５１市町村の今後の予定につ

いては、２４３市町村（２８．６％）が「平成２７年度中」、４３９市町村（５１．６％）

が「平成２８年度以降」としている。 

○ 「予定がない（未定）」６０２市町村の「理由」は、地域福祉計画の策定未定理由と同様

「計画策定に係る人材や財源の確保が困難」が５３．８％で最も多くなっている。 

○ 全４７都道府県のうち、２０都道府県（４２．５％）が「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」

「別の単独計画として策定した」「作業中である」と回答している一方で、２７都道府県（５

７．５％）が「予定はあるが作業を開始していない」「予定はない（未定）」としている。 

○ 「作業中である」「予定はあるが作業を開始していない」２２都道府県の今後の予定につ

いては、「平成２７年度中」「平成２８年度以降」が同数（１０都道府県ずつ）となった。 

 

【都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況等について】 

○ 都道府県間における市町村地域福祉計画の策定率について、７都道府県が１００％を達成

している一方で３０％台に留まっているところもあり、約３．５倍の差が生じている。 

○ 管内市町村の地域福祉計画策定状況について、２４都道府県（５１．０％）が「順調であ

る」又は「おおむね順調である」と回答した一方で、２２都道府県（４６．８％）が「低調

である」としている。 

○ 「低調である」２２都道府県の「理由」としては、「人材・財源の確保が困難」が６８．

２％で最も多くなっている。 

○ ４１都道府県（８７．２％）が管内市町村へ「助言・支援を行った」と回答している。策

定率向上に向けた市町村に対する今後の支援策としては、「定期的な情報発信の実施」（６３．

８％）、「先進事例の作成、情報提供」（４８．９％）等となっている。 

資料１ 
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Ⅰ 市町村地域福祉計画策定状況等調査結果（平成２７年３月３１日時点） 

  １ 市町村地域福祉計画の策定状況 

  ２ 市区部・町村部別の策定状況 

  ３ 人口規模別の策定状況 

  ４ 市町村地域福祉計画の策定効果（複数回答） 

  ５ 市町村地域福祉計画の内容（複数回答） 

  ６ 策定の際に工夫したこと（複数回答） 

  ７ 市町村地域福祉計画の改定状況 

  ８ 改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項（複数回答） 

  ９ 現行の市町村地域福祉計画で定められている期間 

 １０ 策定未定市町村の策定方針 

 １１ 策定未定市町村の策定未定理由（複数回答） 

 １２ 市町村が計画策定及び改定のために必要としている事項（複数回答） 

 １３ 進行管理を含む評価体制、方法等 

 １４ 市町村地域福祉計画の公表方法 

 １５ 市町村地域福祉計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

 １６ 今後の生活困窮者支援方策の盛り込み予定 

 １７ 生活困窮者支援方策の盛り込み予定がない、あるいは未定である理由 

 

【調査の概要】 

 ○ 調査対象 １，７４１市町村 

 ○ 回答数  １，７４１市町村（回収率１００％） 

 ○ 調査時点 平成２７年３月３１日現在 
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Ⅰ－１．市町村地域福祉計画の策定状況 

○ 全１，７４１市町村のうち、「策定済み」が１，１９１市町村（６８．４％）となり、

前回調査と比較して２．４ポイント増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－２．市区部・町村部別の策定状況 

○ 「策定済み」と回答した市町村の割合は、前回調査と比較して市区部は１．８ポイン

ト、町村部は３．０ポイント増加した。 

○ 一方、策定率を比較すると、市区部（８６．８％）と町村部（５２．３％）の間には

依然として約１．７倍の差が生じている。 
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（25.4％）

408
（23.4％）
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平成２６年３月３１日時点

（市町村数：1,742）

平成２７年３月３１日時点

（市町村数：1,741）

策定済み

策定予定

策定未定

458
（49.3％）

485
（52.3％）

691
（85.0％）
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（86.8％）
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（11.5％）

106
（11.4％）

43
（5.3％）

36
（4.4％）
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（36.3％）

79
（9.7％）

71
（8.7％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２６年３月３１日時点

（町村部：929）

平成２７年３月３１日時点

（町村部：928）

平成２６年３月３１日時点

（市区部：813）

平成２７年３月３１日時点

（市区部：813）

策定済み 策定予定 策定未定
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Ⅰ－３．人口規模別の策定状況 

○ 人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にある。 

○ 「１万人未満」の市町村の策定率が５割弱であるのに対し、「５万人以上」の市町村は

概ね９割を超える策定率となっている。 
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17
（6.7％）

165
（23.8％）

210
（42.6％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１００万人以上

５０万人以上～１００万人未満

２０万人以上～５０万人未満

１０万人以上～２０万人未満

５万人以上～１０万人未満

１万以上～５万人未満

１万人未満

策定済み 策定予定 策定未定
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Ⅰ－４．市町村地域福祉計画の策定効果（複数回答） 

○ 策定効果があった事項について、最も回答が多かったのは「地域の要望や課題が明ら

かになった」であり、次いで「住民・行政等の役割が明らかになった」、「地域福祉関連

活動・事業の推進につながった」の順となっている。 

 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 
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Ⅰ－５．市町村地域福祉計画の内容（複数回答） 

○ 策定済みの１，１９１市町村における計画の内容は、以下のとおりとなっている。 

 

（１）地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186（15.6％）

456（38.3％）

534（44.8％）

651（534％）

819（68.8％）

903（75.8％）

1,110（93.2％）

0 200 400 600 800 1,000 1,200

福祉サービス確保の緊急性や目標量の設定

サービス評価やサービス内容の開示等による

利用者の適切なサービス選択の確保

福祉サービス目標提示

サービス利用に結びついていない要支援者への対応

利用者の権利擁護に関する仕組み等の整備

要支援者が必要なサービスを利用できるための仕組み

地域住民に対する相談支援体制の整備

365（30.6％）

968（81.3％）

0 200 400 600 800 1000

民間の新規事業の開発や

コーディネート機能への支援

福祉、保健、医療と生活に

関する他分野との連携方策
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（３）地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項 

 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要援護者の支援方策に関する事項 

 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926（30.7％）

1,009（33.4％）

1,082（90.8％）

800 850 900 950 1,000 1,050 1,100

住民等による問題関心の共有化への動機付けと

意識の向上、地域福祉増進への主体的参加の促進

地域福祉を促進する人材の養成

地域住民、ボランティア団体、

NPO法人等の社会福祉活動支援

746（62.6％）

819（68.8％）

924（77.6％）

938（78.8％）

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

緊急対応に備えた役割分担と連携体制づくり

要援護者情報の共有に関する事項

要援護者の把握に関する事項

日常的な見守り活動や助け合い活動の進行方策
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Ⅰ－６．策定の際に工夫したこと（複数回答） 

○ 内容を３つの分野に分類したところ、「意見集約」「策定体制」に関して過半数を超え

る回答があり、特に、住民アンケートやパブリックコメントの実施等、「意見集約」への

工夫に関する回答が多くあった。 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44（3.7％）

172（14.4％）

258（21.7％）

352（29.6％）

403（33.8％）

125（10.5％）

481（40.4％）

533（44.8％）

633（53.1％）

663（55.7％）

108（9.1％）

580（48.7％）

639（53.7％）

745（62.6％）

900（75.6％）

0 200 400 600 800 1000

その他

アドバイザーの設置

推進管理体制を整備

分野別に地域課題を検討

計画の進行管理を実施

地域福祉に関するシンポジウムの開催

策定委員の公募

社会福祉協議会の地域福祉活動計画とを一体的に策定

策定委員会のメンバー構成を工夫

庁内関係課が連携し、総合的な計画推進体制を構築

住民主体のワーキンググループの組織化

地域団体、福祉事業者等関係団体へのヒアリング

地域福祉懇談会・ワークショップの開催

パブリックコメントの実施

住民アンケートの実施

意
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Ⅰ－７．市町村地域福祉計画の改定状況 

（地域福祉計画に係る社会福祉法の規定が施行された平成１５年４月以降の改定状況） 

○ 「改定済み」回答は７１２市町村（５９．８％）となり、前回調査と比較して６．２

ポイント増加した。 

○ 「改定済み」のうち、約７割の市町村で改定回数「１回」としている。 

 

 策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の改定状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜改定回数＞ 

改定済み７１２市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回
491

（69.0％）

2回
169

（23.7％）

3回以上
52

（7.3％）

616（53.6％）

712（59.8％）

318（27.7％）

349（29.3％）

127
（11.1％）

28
（2.4％）

53
（4.6％）

102
（8.6％）

35
（3.0％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２６年３月３１日時点

（策定済み１，１４９市町

村）

平成２７年３月３１日時点

（策定済み１，１９１市町

村）

改定済み 改定予定（時期確定） 改定予定（時期未定） 未改定 無回答
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Ⅰ－８．改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項（複数回答） 

○ 「災害時要援護者支援方策」が最も多く、次いで、「自助・共助・公助の取組」「地域

の要援護者の支援方策」等となっている。 

改定済み７１２市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－９．現行の市町村地域福祉計画で定められている期間 

○ 「策定済み」市町村の３／４が計画期間を「５年」としている。 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52（7.3％）

84（11.8％）

184（25.8％）

200（28.1％）

203（28.5％）

228（32.0％）

242（34.0％）

328（46.1％）

361（50.7％）

462（64.9％）

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

その他

福祉専門職の配置

総合相談窓口の設置

計画の進行管理や目標値の設定

生活困窮者支援方策

地域包括ケアの推進

権利擁護

地域の要援護者支援方策

自助・共助・公助の取組

災害時要援護者支援方策

6（0.5％）
45（3.8％）

20（1.7％）

901
（75.7％）

115
（9.7％）

77
（6.5％）

27
（2.3％）

3年未満 3年 4年 5年 6年以上10年未満 10年以上 定めなし
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Ⅰ－１０．策定未定市町村の策定方針 

○ 「策定未定」市町村の約６割が、「策定方針はあるが、いつから取りかかるかは未定」

と回答している。 

策定未定４０８市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１１．策定未定市町村の策定未定理由（複数回答） 

○ 策定未定の理由は、「人材や財源確保が困難」が最も多く６割を超えている。次いで、

「他の業務を優先」「他の行政計画で対応予定」となっている。 

策定未定４０８市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定する方針はあ

るが、いつから取

りかかるかは未定
238

（58.3％）

策定する方針が

まったくない
170

（41.7％）

38（6.1％）

57（14.0％）

126（30.9％）

147（36.0％）

257（63.0％）

0 50 100 150 200 250 300

その他

策定が義務づけられていないから

他の行政計画で対応予定だから

他の業務を優先しているから

計画策定に係る人材や財源の確保が困難だから
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Ⅰ－１２．市町村が計画策定及び改定のために必要としている事項（複数回答） 

○ 「既に策定（改定）した自治体のノウハウの提供」が７割を超えて最も多い。 

策定未定４０８市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18（4.4％）

95（23.3％）

127（31.1％）

152（37.3％）

293（71.8％）

0 100 200 300 400

その他

地域福祉計画に関する専門家の紹介

既に策定（改定）した自治体に相談し、

直接助言を受けられるような体制の整備

既に策定（改定）した自治体の

事例報告会などの場の提供

既に策定（改定）した自治体のノウハウの提供
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Ⅰ－１３．進行管理を含む評価体制、方法等 

 

（１）計画の実施状況の評価（点検）の実施 

○ 計画の実施状況について、「定期的に点検をしている」市町村は全体の半数以下となっ

ている。 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（２）評価体制（複数回答） 

○ 「定期的に点検している」市町村のうち、評価体制については、評価委員会の設置等

の「評価実施体制を構築している」回答が最も多く約７割となっている。 

「定期的に点検している」５３４市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定期的に

点検している
534

（44.8％）

点検して

いない
657

（55.2％）

3（0.6％）

62（11.6％）

91（17.0％）

151（28.3％）

378（70.8％）

0 50 100 150 200 250 300 350 400

外部評価情報を評価の参考にしている

その他

特に進行管理や評価体制の

仕組みを構築していない

計画に評価方法を明記している

評価実施体制を構築している
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Ⅰ－１４．市町村地域福祉計画の公表方法（複数回答） 

○ 地域福祉計画の公表方法については、「ホームページで公開している」が６割を超えて

最も多く、次いで、「報告書を住民や関係者に配布した」「役所や図書館等で閲覧できる

ようにした」「広報誌等で周知した」の順になっている。 

○ 一方で、「策定の周知を目的としたシンポジウム等のイベントを開催した」は１割未満

であり、「特に何も行っていない」回答もあった。 

策定済み１，１９１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48（4.0％）

82（6.9％）

102（8.6％）

565（47.4％）

606（50.9％）

697（58.5％）

752（63.1％）

0 100 200 300 400 500 600 700 800

その他

特に何も行っていない

策定の周知を目的としたシンポジウム

等のイベントを開催した

広報誌等で周知した

役所、図書館等で閲覧できるようにした

報告書を住民や関係者に配付した

ホームページで公開している
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Ⅰ－１５．市町村地域福祉計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

 

（１）盛り込み状況 

○ 全１，７４１市町村のうち、２３７市町村（１３．６％）が生活困窮者自立支援方策

を「地域福祉計画に盛り込んでいる」と回答しており、「別の単独計画として策定した」

「策定中である」を合わせると２割弱となる。 

（参考）福祉事務所設置市町村（８５６市町村）を基準とした場合は２７．７％となる 

○ 「予定はあるが、作業を開始していない」「予定はない（未定）」と回答した市町村の

合計が約８割となっている。 

全国１，７４１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的な位置付け（複数回答） 

○「理念や基本目標の規定」を位置付けている市町村が約８割ある一方で、「他施策との連

携のあり方についての規定」は約３割となっている。 

「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237
（13.6％）

15（0.9％）

79（4.5％）

772
（44.3％）

602
（34.6％）

36
（2.1％）

地域福祉計画へ盛り込んだ

地域福祉計画とは別の単独計画

として策定した

作業中である

予定はあるが、作業を開始して

いない

予定はない（未定）

無回答

29（8.8％）

104（31.4％）

260（78.5％）

0 50 100 150 200 250 300

支援対象者等に関して具体的な数値目標の設定

他の施策との連携のあり方についての規定

理念や基本目標の規定
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（３）生活困窮者の実態を把握するための現状の指標（複数回答） 

○ 実態把握のための指標については、「生活保護に関する相談者数」「生活保護受給者数」

を盛り込んでいる市町村が多い。 

「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生活困窮者の情報を得るための連携先（複数回答） 

○ 情報を得るための連携先は、８割以上の市町村で「民生委員・児童委員」「社会福祉協

議会や地域包括支援センター等の福祉関係機関」「福祉事務所」が盛り込まれている。 

「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19（5.7％）

39（11.8％）

41（12.4％）

49（14.8％）

63（19.0％）

93（28.1％）

118（35.6％）

228（68.9％）

263（79.5％）

0 50 100 150 200 250 300

高校中退者数

ニート・ひきこもり数

失業者数

その他

ホームレス数

税・保険料等滞納者数

生活福祉資金の借受者数

生活保護受給者数

生活保護に関する相談者数

29（8.8％）

63（19.0％）

125（37.8％）

158（47.7％）

203（61.3％）

273（82.5％）

290（87.6％）

290（87.6％）

0 50 100 150 200 250 300

その他

電気・ガス・水道等福祉関係

機関以外の民間事業者

地域住民やボランティア

公共職業安定所（ハローワーク）

税・保険料等の担当部局

福祉事務所

社会福祉協議会や地域包括支援

センター等の福祉関係機関

民生委員・児童委員
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（５）生活困窮者の実態把握のための方法（複数回答） 

○ 実態把握の方法として、約９割の市町村が「庁内関係部署からの情報提供」を盛り込

んでいる。次いで、「電話相談・インターネット相談等」、「支援員等による地域巡回」が

それぞれ３割強となっている。 

「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）生活困窮者の自立支援に関する具体的な取組内容（複数回答） 

○ 生活困窮者自立支援法上の必須事業である「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」

の割合が高くなっている。また、任意事業については２～３割程度となっている。 

「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35（10.6％）

63（19.0％）

107（32.3％）

110（33.2％）

296（89.4％）

0 50 100 150 200 250 300

その他

協定の締結等による外部

機関からの情報提供

相談支援員等による地域巡回

電話相談やインターネット

等による相談の実施

庁内関係部署からの情報提供

19（5.7％）

28（8.5％）

41（12.4％）

65（19.6％）

67（20.2％）

98（29.6％）

101（30.5％）

215（65.0％）

271（81.9％）

0 50 100 150 200 250 300

認定就労訓練事業

その他の社会資源活用の

開発、社会参加の促進

その他

一時生活支援事業

家計相談支援事業

就労準備支援事業

子どもの学習支援事業

住居確保給付金

自立相談支援事業
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Ⅰ－１６．今後の生活困窮者支援方策の盛り込み予定 

 

（１）地域福祉計画への盛り込み、あるいは単独計画の策定予定 

○ 「作業中である」「予定はあるが作業を開始していない」８５１市町村の３割弱が「平

成２７年度中を予定」としている一方で、半数以上が、「平成２８年度以降を予定」と回

答している。 

「作業中である」「予定はあるが作業を開始していない」 

と回答した８５１市町村の回答  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）単独計画として策定した計画内容の地域福祉計画への盛り込み予定 

○ 単独計画として策定した１５市町村のうち、平成２７年度中若しくは平成２８年度以

降に地域福祉計画に盛り込む予定があるのは６市町村であった。 

○ 一方で、４市町村が「位置付ける予定がない」と回答している。また、５市町村が「未

定」としている。 

「地域福祉計画とは別の単独計画として策定した」 

と回答した１５市町村の回答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
（6.7％）

5
（33.3％）

4
（26.7％）

5
（33.3％）

平成２７年度中に位置付ける

予定がある

平成２８年度以降に位置付け

る予定がある

地域福祉計画に位置付ける予

定はない

未定

243
（28.6％）

439
（51.6％）

169
（19.9％）

平成２７年度中を予定

している

平成２８年度以降を予

定している

未定
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Ⅰ－１７．生活困窮者自立支援方策の盛り込み予定がない、あるいは未定である理由（複数回答） 

○ 地域福祉計画の「策定未定」理由と同様に、「計画策定に係る人材や財源の確保が困難

だから」とする回答が最も多く５割を超えている。 

「予定はない（未定）」と回答した６０２市町村の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62（10.3％）

110（18.3％）

148（24.6％）

189（31.4％）

324（53.8％）

0 50 100 150 200 250 300 350

他の行政計画で対応予定だから

その他

策定が義務づけられていないから

他の業務を優先しているから

計画策定に係る人材や財源の確保が困難だから
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Ⅱ．都道府県地域福祉支援計画策定状況等調査 

  １ 都道府県地域福祉支援計画の策定状況 

２ 都道府県地域福祉支援計画の改定状況 

  ３ 改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項（複数回答） 

  ４ 現行の都道府県地域福祉支援計画で定められている期間 

  ５ 進行管理を含む評価体制、方法等 

  ６ 都道府県地域福祉支援計画の公表方法 

  ７ 都道府県地域福祉支援計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

  ８ 今後の生活困窮者支援方策の盛り込み予定 

９ 生活困窮者支援方策の盛り込み予定がない、あるいは未定である理由 

１０ 都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

１１ 管内市町村の策定状況及び低調である理由 

１２ 管内市町村への助言・支援の実施状況 

１３ 市町村地域福祉計画策定推進のための数値目標設定状況 

１４ 市町村地域福祉計画策定率向上に向けた市町村への支援策（複数回答） 

 

 

【調査の概要】 

○ 調査対象 ４７都道府県 

○ 回答数  ４７都道府県（回答率１００％） 

○ 調査時点 平成２７年度３月３１日現在 
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Ⅱ－１．都道府県地域福祉支援計画の策定状況 

○ 「策定済み」は４１都道府県（８７．２％）で、前回調査と変わっていない。 

○ 「策定未定（策定方針はある）」が増え、「策定未定（策定する方針がまったくない）」

が減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－２．都道府県地域福祉支援計画の改定状況 

○ 「改定済み」と回答した都道府県が３／４となり、その改定回数は「１回」「２回」が

それぞれ同数であった。 

「策定済み」４１都道府県の回答 

（１）改定状況              （２）改定回数 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定済み 改定予定 未改定

31
（75.6％）

6
（14.6％）

4
（9.8％）

1回 2回 3回以上

15 

（48.4％） 

15 

（48.4％） 

1 

（3.2％） 

41
（87.2％）

41
（87.2％）

1
（2.1％）

1
（2.1％）

1
（2.1％）

2
（4.3％）

4
（8.5％）

3
（6.4％）

平成２６年３月３１日時点

（４７都道府県）

平成２７年３月３１日時点

（４７都道府県）

平成26年度末までに策定が終わっている 平成27年度以降に策定予定（策定時期が決まっている）

策定未定（策定方針はある） 策定未定（策定する方針がまったくない）
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Ⅱ－３．改定の際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項（複数回答） 

○ 「改定済み」３１都道府県の約８割が「災害時要援護者支援方策」と回答しており、

「地域の要援護者支援方策」「自助・共助・公助の取組」「権利擁護」も５割を超えてい

る。 

「改定済み」３１都道府県の回答 

 

 

Ⅱ－４．現行の都道府県地域福祉支援計画で定められている期間 

○ 「策定済み」４１都道府県の６割以上が改定までの期間を「５年」と回答している。 

「策定済み」４１都道府県の回答 

6（19.4％）

10（32.3％）

10（32.3％）

11（35.5％）

15（48.4％）

15（48.4％）

16（51.6％）

17（54.8％）

18（58.1％）

24（77.4％）

0 5 10 15 20 25 30

福祉専門職の配置

総合相談窓口の設置

その他

計画の進行管理や目標値の設定

生活困窮者支援方策

地域包括ケアの推進

権利擁護

自助・共助・公助の取組

地域の要援護者支援方策

災害時要援護者支援方策

0%

4
（9.8%）

2
（4.9%）

26
（63.4%）

3
（7.3%）

4
（9.8%）

2
（4.9%）

3年未満

3年

4年

5年

6年以上10年未満

10年以上

定めなし
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Ⅱ－５．進行管理を含む評価体制、方法等 

 

（１）計画の実施状況の評価（点検）の実施 

○ 「策定済み」４１都道府県の３／４が計画の実施状況について、「定期的に点検してい

る」と回答している。 

「策定済み」４１都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制（複数回答） 

○ 「定期的に点検している」３１都道府県のうち、評価体制について最も多く挙がった

回答は、「評価実施体制を構築している」である。 

「定期的に点検している」３１都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的に点

検している
31

（75.6％）

点検してい

ない
10

（24.4%）

0（0.0％）

5（16.1％）

8（25.8％）

9（29.0％）

13（41.9％）

0 2 4 6 8 10 12 14

外部評価情報を評価の参考にしている

特に進行管理や評価体制のしくみを

構築していない

その他

計画に評価方法を明記している

評価実施体制を構築している

（例 評価委員会の設置）
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Ⅱ－６．都道府県地域福祉支援計画の公表方法（複数回答） 

○ 公表方法については「ホームページでの公開」が９割と最も多く、次いで、「報告書の

配布」「役所や図書館等への設置」が５割前後となっている。 

「策定済み」４１都道府県の回答 

 
 

Ⅱ－７．都道府県地域福祉支援計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

 

（１）盛り込み状況 

○ 全４７都道府県の３割が生活困窮者自立支援方策を「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」

と回答している。 

○ 一方で、「予定はあるが、作業を開始していない」と回答した都道府県が４割弱となっ

ており、「予定はない（未定）」回答も２割を超えている。 

全４７都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（4.9％）

3（7.3％）

5（12.2％）

6（14.6％）

20（48.8％）

21（51.2％）

37（90.2％）

0 5 10 15 20 25 30 35 40

特に何も行っていない

策定の周知を目的としたシンポジウム等の

イベントを開催した

その他

広報誌等で周知した

役所、図書館等で閲覧できるようにした

報告書を住民や関係者に配付した

ホームページで公開している

14
（29.8％）

1
（2.1％）5

（10.6％）
17

（36.2％）

10
（21.3％）

地域福祉支援計画へ盛り込んだ

地域福祉支援計画とは別の

単独計画として策定した

作業中である

予定はあるが作業を開始していない

予定はない（未定）
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（２）基本的な位置付け（複数回答） 

○ 「計画に盛り込んだ」都道府県の全てで「理念や基本目標の規定」が位置づけられて

いる。「他の施策との連携のあり方についての規定」も７割を超えている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生活困窮者の実態を把握するための現状の指標（複数回答） 

○ 実態把握のための指標としては「生活保護受給者数」が６割と最も多く、次いで、「生

活保護に関する相談者数」「ニート・引きこもり数」の回答が４割以上となっている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（13.3％）

11（73.3％）

15（100％）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

支援対象者等に関して

具体的な数値目標の設定

他の施策との連携の

あり方についての規定

理念や基本目標の規定

2（13.3％）

3（20.0％）

3（20.0％）

4（26.7％）

4（26.7％）

4（26.7％）

6（40.0％）

7（46.7％）

9（60.0％）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

税・保険料等滞納者数

失業者数

高校中退者数

その他

生活福祉資金の借受者数

ホームレス数

ニート・引きこもり数

生活保護に関する相談者数

生活保護受給者数
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（４）生活困窮者の情報を得るための連携先（複数回答） 

○ 「社会福祉協議会や地域包括支援センター等の福祉関係機関」と「福祉事務所」が同

数で最も多く９割を超えている。「民生委員・児童委員」は７割超となっている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生活困窮者の実態把握のための方法（複数回答） 

○ 「庁内関係部署からの情報提供」が２／３で最も多くなっている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（13.3％）

5（33.3％）

6（40.0％）

8（53.3％）

9（60.0％）

11（73.3％）

14（93.3％）

14（93.3％）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

電気・ガス・水道等福祉関係機関

以外の民間事業者

税・保険料等の担当部局

その他

地域住民やボランティア

公共職業安定所（ハローワーク）

民生委員・児童委員

福祉事務所

社会福祉協議会や地域包括支援

センター等の福祉関係機関

2（13.3％）

4（26.7％）

6（40.0％）

8（53.3％）

10（66.7％）

0 2 4 6 8 10 12

協定の締結等による外部機関からの情報提供

その他

相談支援員等による地域巡回

電話相談やインターネット等による相談の実施

庁内関係部署からの情報提供
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（６）生活困窮者の自立支援に関する具体的な取組内容 

○ 生活困窮者自立支援法上の必須事業である「自立相談支援事業」「住居確保給付金」の

ほか、「就労準備支援事業」「認定就労訓練事業」の割合が高く、５割を超えている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）市町村への支援内容（複数回答） 

○ 「連絡会議の開催等による広域的な連携体制の構築」が２／３となり、「相談支援員の

育成・資質向上」も５割を超えている。 

「地域福祉支援計画に盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 

と回答した１５都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（13.3％）

2（13.3％）

5（33.3％）

5（33.3％）

5（33.3％）

8（53.3％）

9（60.0％）

10（66.7％）

14（93.3％）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

一時生活支援事業

その他

家計相談支援事業

子どもの学習支援事業

その他の社会資源活用の開発、社会参加の促進

認定就労訓練事業

就労準備支援事業

住居確保給付金

自立相談支援事業

1（6.7％）

3（20.0％）

7（46.7％）

8（53.3％）

10（66.7％）

0 2 4 6 8 10 12

相談支援員等の活動に対するバックアップ

（困難事例の支援、メンタルケア等）

その他

認定就労訓練事業を含む就労の場の開拓

相談支援員等の育成・資質向上

連絡会議の開催等による広域的な連携体制の構築
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Ⅱ－８．今後の生活困窮者自立支援方策の盛り込み予定 

（１）地域福祉支援計画への位置付け予定 

○ 今後の地域福祉支援計画への盛り込み予定については、「平成２７年度中を予定してい

る」と「平成２８年度以降を予定している」の割合がそれぞれ同数となっている。 

「作業中である」「予定はあるが作業を開始していない」 

と回答した２２都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）単独計画として策定した計画の地域福祉支援計画への位置付け予定 

○ 単独計画として策定したのは１都道府県で、「平成２８年度以降」の位置付けを予定 

している。 

 

Ⅱ－９．位置付け予定がない、あるいは未定である理由について（複数回答） 

○ 位置付け予定のない主な理由として、「計画策定に係る人材や財源の確保が困難」「そ

の他」がそれぞれ４割となっている。 

「予定はない（未定）」と回答した１０都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年

度中を予定

している
10

（45.5%）

平成２８年

度以降を予

定している
10

（45.5%）

未定
2

（9%）

1（10.0％）

3（30.0％）

3（30.0％）

4（40.0％）

4（40.0％）

0 1 2 3 4 5

策定が義務づけられていないから

他の業務を優先しているから

他の行政計画で対応予定だから

その他

計画策定に係る人材や財源の確保が困難だから
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Ⅱ－１０．都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

○ 市町村地域福祉計画の都道府県間における策定状況には、最大約３．２倍の差が生じ

ている。 

４７都道府県の状況 
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Ⅱ－１１．管内市町村地域福祉計画の策定状況及び低調である理由 

 

（１）市町村地域福祉計画の策定状況 

○ 管内市町村の計画策定について、「順調である」「おおむね順調である」と回答した都

道府県で過半数を占めている一方で、「低調である」とする回答も半数近くに上っている。 

４７都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低調である理由 

○ 「低調である」理由について、「人材・財源の確保が困難」が全体の約７割を占めてい

る。 

「低調である」と回答した２２都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
（68.2％）

3
（13.6％）

3
（13.6％）

1
（4.5％）

人材・財源の確保が困難 他業務が優先される 策定義務がない その他

5
（10.6％）

19
（40.4％）

22
（46.8％）

1
（2.1％）

順調である おおむね順調である 低調である 無回答
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Ⅱ－１２．管内市町村への助言・支援の実施状況及び今後の方針 

○ 「市町村地域福祉計画の策定について」（平成１９年８月１０日付社会・援護局通知）

を受けて、約９割の都道府県が「助言・支援を行った」と回答している。 

４７都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41
（87.2％）

3
（6.4％）

3
（6.4％）

助言・支援を行った 助言・支援は行っていない（実施予定あり）

助言・支援は行っていない（実施予定なし）
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Ⅱ－１３ 市町村地域福祉計画策定推進のための数値目標設定状況 

○ 管内市町村地域福祉計画の策定推進に向け、４割弱の都道府県が「目標年度の定めあ

り」としており、具体的な数値目標で一番多いのは「平成２７年度中に策定率１００％」

である。 

○ 一方で、５割弱が「目標年度の定めなし」と回答している。 

４７都道府県の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※策定率１００％となっているのは、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、大阪府、 

高知県、熊本県の７府県（平成２７年３月３１日現在） 

 

＜内訳＞ 

平成 26 年度までに 100％達成済み 7 

平成 27 年度中に策定率 100％ 6 

平成 28 年度中に策定率 100％ 4 

平成 29 年度中に策定率 100％ 4 

平成 30 年度以降に策定率 100％ 

（明確な目標年度あり） 
4 

目標年度を定めていない 22 

 

 

 

7
（15%）

18
（38%）

22
（47%）

達成済み 目標年度の定めあり 目標年度の定めなし
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Ⅱ－１４．市町村地域福祉計画策定率向上に向けた市町村への支援策（複数回答） 

○ 都道府県から市町村に対する市域福祉計画の策定率向上に向けた今後の支援策として、

「定期的な情報発信の実施」が６割を超えて最も多く、次いで、「先進事例集の作成、情

報提供」が約５割となっている。 

 ４７都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画策定状況等調査結果を踏まえた今後の対応について 

 

◆ 市町村地域福祉計画の策定率は概ね７割にまで達しており、計画策定が進みつつある 

が、市区部と町村部の策定率には依然として大きな差が生じている。平成２７年度から 

創設した「地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」などを通じ 

て、引き続き町村部を中心に計画策定を促していく。 

 

◆ 本年４月からの「生活困窮者自立支援法」の施行を踏まえ、平成２６年３月に、地域 

福祉計画等に盛り込むべき事項として「生活困窮者自立支援方策」を位置づけたところ 

であるが、法施行段階では、未着手の都道府県、市区町村も多い状況にある。今後、 

地域における生活困窮者支援の計画的な推進が図られるよう、必要な支援方策を検討し 

ていく。 

30
（63.8％）

23
（48.9％）

11
（23.4％）

10
（21.3％）

8
（17.0％）

3
（6.4％）
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